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マンション管理基礎講座の報告
マンション管理無料相談会 in あいれふ

マンション管理基礎講座

  平成２１年２月２７日（金）午後１時から、福岡市健康づくりセンターあいれふホール（福岡市中央区舞鶴

２丁目５番１号）において「平成２０年度　福岡マンション管理基礎セミナー」が開催されました。

主催は、福岡市が中心でしたが当NPO法人福岡県マンション管理士会も後援し多数の会員も参加いたし

ました。セミナー参加者も平日にかかわらず２３５名という多数の方がみえられ大盛況でした。

同時におこなわれました「マンション管理無料相談会」は別途報告記載しています。ご参照ください。

講演の内容は

１　「より良いマンションにするための取組について」

① マンションの管理規約は見直されていますか

② マンションに応じたコミュニティ事例

講師：（財）マンション管理センター総合研究所　主席研究員　廣田　信子氏
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２　「マンション居住者の高齢化と建物老朽化への備え」

～バリアフリー化と建物長寿命化に向けた取組方～

講師：（株）醇建築まちづくり研究所　代表取締役　牧　敦司氏

３　「マンション防犯講座」

～安全・安心に暮らすための防犯知識とポイント～

講師：福岡県警察本部　生活安全部　生活安全総務課　四ケ所　利洋氏

参加者から、話し方が丁寧でわかりやすかった。今後検討する上で参考にしたいなど好評でした。

またセミナー参加者のアンケート集計結果から興味深い話題もありました。

・  居住地別参加者のうち、中央区がもっとも多く、次いで南区、東区でした。

・  年齢別では、６０歳代が多く、次いで７０歳代でした。

・  属性別では、管理組合役員が多く、次いで管理組合役員経験者でした。

・  福岡市マンション管理基礎セミナー受講回数では１回目がもっとも多く、次いで２回目でした。

・  セミナー開催の情報入手別では、市政だよりがもっとも多く、次いで新聞、マンション管理センター

通信、福管連だよりでした。

自由意見のコーナーでは

・  建物と居住者の高齢化は大きなテーマだと思う

・  セミナーの前に相談会があったのはよかった

・  このようなセミナーの回数を増やしてほしい。中小規模のセミナーも必要だと思う

・  質疑応答が可能な運営をしてほしい

・  理事会の運営方法について事例をもとに講演してほしい

・  給水管の老朽化の話が聞きたい

今回の行事はこれからの当会主催のセミナーについて大変参考になる催しでした。

マンション管理無料相談会

　平成21年2月27日（金曜日）に行われた福岡市及び福岡市マンション管理支援機構主催の「マンション

管理基礎セミナー＆マンション管理無料相談会inあいれふ」が福岡市中央区舞鶴の「あいれふ」で開催

されました。当会からも相談員として12名の会員が参加協力しました。

午後13時からのセミナー前とセミナー終了後の2回の相談会で14組18名の方が来会されました。

限られた時間でしたのでゆっくり説明する

時間が取れない方もありましたが、大概の

相談者は満足して帰られたようです。

相談員協力者のみなさま、大変ご苦労さま

でした。

次回もよろしくお願いいたします。
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  平成21年2月7日（土）、大阪市立住まい情報センターホールにおいて、「日本マンション管理士会連合

会第2回合同研修会大阪」が開催されました。

伊藤茂忠会長は挨拶の中で、マンション管理士の現状に触れ、名称独占のマンション管理士をどこまで

立法化できるかが課題である。韓国はマンション行政では先輩だ。大きな団地が地方自治体の小さな町

に匹敵する。そこではマンション管理士に相当する資格を持った専門家の設置が義務付けられている。

今後は全国組織で法改正に向け推進していくことが必要だ、と述べられた。

  続いて来賓挨拶があり、日本マンション学会　折田泰宏会長、大阪弁護士会　上野　勝会長より今回の

研修会と今後のマンション管理士によせる期待を述べられた。

★講演　「今後のマンション政策について（要約）」　国交省住宅局市街地建築課マンション政策室

山崎　房長室長

  マンション管理士の制度ができたが活躍の場がない。名称独占の限界を感じている。マンション管理士

は何をやっているの？と国会議員の中で立法化したものの心配している声が多い。昨年8月にマンション

管理士100名にアンケートをした。単独で事務所を開いている人14%、ほとんど収入がない人37%、業のうち

で顧問業をしている人50%であった。

今回、3年間の時限立法であるがモデル事業を提案した。公募ではあるが付き合いのある管理組合をサポ

ートしてぜひ応募してほしいと思っている。

マンション等安心居住推進事業の創設

目的：良質な分譲マンションのストックの形成を促進するため、マンションの維持管理・再生について、ソフト

面やハード面のあり方を見直す管理組合等を対象にモデル的に支援を行うとともに、地域レベルの相談体

制の整備等を推進する。

★シンポジウム　「今求められるマンション管理士像」要約

パネリスト　

山崎　房長氏　国交省住宅局市街地建築課マンション

政策室長

高橋　俊雄氏　（財）マンション管理センター常務理事

折田　泰宏氏　日本マンション学会会長

杉本　典夫氏　福岡マンション管理組合連合会理事長

コーデネィター：田村　哲夫氏

（なにわマンション管理士会）

（写真はシンポジウムの様子）

・  マン管センターには年間9000件の相談がよせられている。しかし地方自治体への相談は減っている。

もっと自治体と連携をとってほしい。アドバイザー派遣などして機能していない管理組合をなんとかして

ほしい。全管理組合が積み立てている修繕積立金8兆円の保全も重要だ。　
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・  マンション管理士の活動の場を増やそうと考え、「マンション管理士ガイド」を４万部発行。

「活躍するマンション管理士」をマンション管理センター通信に連載し紹介しているが、最近反応が出

てきた。相談の中でいい管理士を紹介してくれ、という声を聞く。

・  マンション管理センターでは管理士の団体として「日管連」のみを紹介している。　　　

・  市場に結び付いた情報共有、情報開示でよい管理をしてほしい。

・  第三者管理のメリットを生かしてほしい。しかしリスクもしっかりと把握しないと・・・。

管理組合とはウインウインの関係で、あきらめずに合意形成を図ること、サポートする立場で。

・  マンション問題はモザイク模様だ。いろんな行政、不動産業界、いろんな団体、いろんな住人といろん

な利害関係が雑多になっている。そこに問題の難しさがある。

★事例発表  「マンション管理士の実践的経験報告」（以下の題目で発表があった）

・  豊中会　　蛭子　公雄氏「管理士活動と自治体」

・  近畿会　　山下　　聖氏「複数の管理士等で対応する方式の成果」

・  なにわ会　榎本　和裕氏「委託管理見直しの実際」

・  兵庫会　　三宅　　仁氏「大規模修繕のプロセス」

★グループワーク　出席者全員をテーマ別18組に分け、グループで討議し、代表グループがまとめ討議

を発表する。後日グループワーク「まとめ報告」を担当者にて作成し、実行委員会までに送付する。

A：理事長あるいは管理者受託

B：新管理者方式

C：監事受託あるいは監事サポート

D：年間顧問契約　

E：弁護士・建築士等との共同作業

F：管理規約改正

G：長期修繕計画作成あるいは見直し

H：管理会社との委託管理の見直し

I：総会や理事会の運営サポート

J：行政との連携・受託

K：管理士会内部での研修

N：管理費等の滞納対応

O：建替え問題

P：管理士会のありかた

R：賃貸化の進行に伴う問題

T：防災・防犯対策

W：大規模修繕

X：耐震性能調査・耐震補強

-  4  -



開 催 場 所： 那 珂 川 町 中 央 公 民 館

開催日時 ： ２００９年３月８日（日曜日）１３：００～１６：００

  「那珂川町：町政だより」及び「西日本新聞・ふくおか都市圏まちナビ」で広報されたり、数名の管理士で

「無料相談会チラシ」を飛び込みでマンション管理組合メールボックスに投函したりしたおかげで、那珂川

町近辺は、もとより近隣周辺（南区）や遠くは、篠栗からも相談者が来場されるという盛況裡に相談会が行

われました。

今後の相談会を定期的に開催することにより、当マンション管理士会を広く認識していただくことが重要だ

と改めて感じた相談会でした。

マンション管理士会からは、７名の管理士が各相談者に対応しましたが「相談内容」としては、下記の通り

です。

≪　主  な  相　談　内　容　≫

１． 「生活音」や「ピアノの騒音及び振動」に関する居住者間のトラブルに対する管理組合（理事会）の対

応について

・ 現規約にはっきりとルールが記載されているので、該当者に対し管理会社および理事会注意喚起

を行うよう書面で提出する。

・ 賃貸者への「騒音に関する、使用細則内容の徹底」について再説明する。

・ 騒音測定器の活用により、実際の騒音レベルを相互に認知することにより、トラブル解消に向けた

具体策を検討したらとアドバイス。

・ 管理会社が掲示している、注意文書にも「規約」「使用細則」をしっかり記載するよう申し入れをする。

２． 管理費の一方的な値上げに関する、承認・不承認について

３． 管理会社の独断的な修繕費借り入れに関する対応について

４． 管理組合が機能していない、今後の進め方について

・ 以上の２－３項目については、管理士会として別日程にて具体的に訪問支援することとなりました。
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長期優良住宅法の公布・施行
  長期にわたり良好な状態で使用することができる住宅の建設を促進させるための法律として

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』 が平成２０年１２月に公布され、平成２１年６月

４日に施行される。

長期優良住宅とは住宅品管法や住宅品管法に基づく検査機関のいう基準に沿った住宅である。

この法律のねらいは優良な住宅を認定し、資金調達、売買を円滑にし、個人の住宅にあっては

保存登記の登録免許税を軽減しようというものである。

分譲マンションストック５００万戸時代に対応した

マンション政策 のあり方について 答申

  国土交通大臣の諮問に応じて、不動産、宅地、住宅、建築、建築士、官公施設について

審議するための機関として『社会資本整備審議会』が設置されている。

平成２１年３月、社会資本審議会は標記の答申を行い公表した。

この答申によれば、マンションストックやマンション管理の現状を分析し、次の提言をしている。

（１） 管理組合による計画的な管理等の推進

（２） 管理状況の適正な評価等

（３） マンション管理等の専門家の活用

（４） 第三者管理方式の活用による管理の適正化促進

（５） マンションの管理等をめぐる紛争処理への対応

（６） 多様なマンション形態に対応した施策

（７） 管理組合が機能していないマンションへの対応等

（８） 老朽マンションの再生の促進

良好なマンション管理を推進し、ことに中古マンションの評価額に管理の成績を反映させ、高齢者

等にも良好なマンションを目指している。今後明確化される具体的な施策に注目したい。

判例情報

判例１ 平成２０年１２月２５日  東京最等裁判決

  管理規約で役員の資格として 『現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。』 と規定

（標準管理規約・単棟型  では 第３５条２項） することは、一部の区分所有者に特別の影響を与える

と提訴された事案の判決があった。

判決では一部の区分所有者に特別の影響を及ぼしているとは言えないとして原告の請求を退けた

第１審判決を支持した。
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裁判要旨概要

  区分所有法 第３１条１項にいう 『特別の影響を及ぼすべき』 とは 規約で制限を受ける区分

所有者の不利益が建物の管理上での必要性、合理性に照らして限度を超えているか否かで

判断される。  当該マンションの管理の実情から、理事会への出席、具体的な意見・行動をとる

上で、合理性が認められ、これに照らして不当に影響を及ぼすとは言えない。

判例２ 平成２０年１２月２５日  仙台地方裁判決

  ２５年以上前に建築されたマンションで、その４割を所有していたマンション分譲主は２階屋上の

駐車場（２９台分）とそのカーリフトに自分の無償専用使用権を設定し、他の区分所有者に１台分

月額１８，０００円で貸していた。

このマンション分譲主の倒産に伴い、競売された物件は数人の所有となったので、管理組合は

駐車場とカーリフトの専用使用権を廃止する管理規約に変更したが、その一部を所有した区分

所有者が 『特別の影響を及ぼすべき』 と規約改定は無効と訴えていたが、裁判所はこの規約改

定は有効と判定した。

経緯概要

・ 建築当時、マンション分譲主のＡ社はマンションの１～３階（全体の４割）を所有。

２階の屋上を駐車場（２９台収容）とし、これにカーリフトを設置、このリフトの点検・保守も行って

いた。これらに無償の専用使用権を設置し、他の区分所有者に貸していた。

・ Ａ社が倒産し、専用使用権を含めてＢ社が競落したが、その一部をＣ社に分譲した。

Ｂ社は管理費等の滞納をし、カーリフトの点検等もせず、駐車料も値上げをして月額２万円とし

た。  平成１８年３月時点で管理費等の滞納は１８９０万円にも達した。

・ 管理組合は１階の現在の所有者の協力を得て、３年後に専用使用権をなくする管理規約に改

定した。

・ Ｄ社は規約改定の後、Ｂ社の所有物件の一部と駐車場の専用使用権を含めて購入した。

このＤ社が原告となり、当訴訟を起こした。

裁判要旨概要

一部の区分所有者に不利益となる 『特別の影響を及ぼすべき』 は、その区分所有者の承諾

を得なければ規約の変更などはできないとした。  しかし、これは全体の利益と不利益となる

区分所有者の権利との比較により、必要性・合理性を判定すべきである。

本件では、既に２５年以上もの収益により投下した資本は回収済みであり、訴えを起こしたＤ

はその事情を知っていて購入しているし、Ａの所有していた物件は数人に分譲されていて、

特別な影響を及ぼされたとは認められない。
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月(毎月第4金曜日夜開催) テーマ

1月 電力使用料の増加に伴う問題点と管理組合の対応について

2月 インターホンに関する諸問題（更新･保守点検等）について

【インターホン工業会より講師２名来所しての説明会】

3月 総会においての緊急動議の取り扱いについて

４月以降の予定

4月後半 直結増圧給水工事見学会

5月 管理委託契約費用明細表について

6月 大規模修繕の見直しガイドライン

7月 電気料金の合理化方法について

8月 標準管理規約をもう一度見直そう

※４月の水道工事【直結増圧給水工事】見学会は、福岡市中央区です。

日時は工事の進捗状況によりますのでまだ未定ですが、理事長さんの許可は

取りつけてあります。 

今回は、会員以外の管理組合の方の参加も可能です。 会事務局又は河崎まで

お問い合わせ下さい。《092-524-9288》《080-8661-4763》
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1）　マンションが高台に建っており隣地雍壁の水抜きから多量の水が出て隣地所有者とトラブルになっ

ている。マンション販売主は倒産しており、建設した会社へ申し込んだが対応しないと言われた。

今後どうすればよいでしょうか。またマンションの排水管の材質がVU管なのですが問題はないでしょ

うか。

2）　相談者の居住マンションの管理規約のなかで総会委任状の規定について質問。

① 不在区分所有者や欠席区分所有者が委任状で委任できる範囲がどこまでなのかが分かりにくい。

② 委任できる代理人の範囲はどこまで？

③ 代理人の議決権の範囲はどこまで？

④ 議決権行使書とは

3

① 平成17年新築、平成18年に15年リース契約にて機械式駐車場を設置した。駐車場収入とリース

代金支払いで毎月差引き10万円ほど赤字が出ている。リース契約を解消したい、可能でしょうか。

② 全36戸、駐車場28台（機械式22台・平置6台）で利用者は13台と空きが多い。

駐車場会計を一般会計と別にしたいが可能でしょうか。

③ 料金が割高とのこと（19.000円/月）値下げしてでも空を埋めることとし外部への貸付も検討して

いる。

4 130戸のマンションです。現在積立金が1億数千万円になっています。

管理会社が全てを保管していますがとても不安です。万が一のことも考えどの様な対策をすれば

よいでしょうか。

5 築33年のマンションです。この度共益費の値上げ通知がきました、外壁改修のための値上げとのこ

とです。  承諾書が添付され、承諾した人といない人がいます。前回のポンプ修繕のときもお金を

払わない人がいたまま工事が完了しました。管理組合はありません、総会も開催されたことはなく

決算書などもみたことがありません。払わない人がいるままで値上げの承諾はしたくありません。

他の皆さんはほとんど無関心です、私一人でどうすればよいでしょうか。

6 隣の部屋のピアノ音がうるさく耐えられません。管理会社に依頼し理事長名で警告告知書を貼って

もらいましたが一向にらちがあきません。隣は賃借人が住んでいます。

管理会社の担当者はあまり協力的ではありません。また大規模改修の時期にさしかかっていますが

改修委員の募集に参加者がいなかったとの理由で大規模改修が全く進んでいません。

管理会社や理事会等からの通知らしきものもありません。
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・１２月３日理事会を開催しました

１） 会員募集活動について

２） 日管連主催「第２回合同研修会」について

３） 再開発コーディネーター協会主催「セミナー」後援名義について

４） 会費未納者の取り扱いについて

・１月14日理事会を開催しました

１） 平成21年度事業計画作成について

２） 福岡市役所主催セミナー＆相談会について

３） 佐賀県シルバー人材センター連合会の件について

４） 那珂川町における無料相談会開催について

５） 「日管連」の法人化について

６） 受験講座について

・2月4日理事会を開催しました

１） 新会員入会承認について

２） ㈱クレアロッソ様からの業務委託について

３） 次年度の会計業務について

４） 企画委員会の答申（案）について

５） 第７回通常総会について

・３月４日理事会を開催しました

１） 平成２１年度役員募集について

２） 平成２１年度事業計画について

３） 規程（案）の取り扱いについて

４） 日管連第３回合同研修会について

５） 人材センター依頼の件

６） 会計処理について

以上の諸事項を協議し、決定しました。
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本会の会員のみなさまを順次ご紹介いたします（敬称略）

会員名 山崎　勝次

住　所 北九州市小倉北区

近況と管理士会へひとこと

管理会社を経営。本会創立時から関わっている会員。

マンション管理士の資格で生活の糧を得るには独占

業務でないと厳しい。資格取得後は自ら実務に飛び

込め。管理業者として思うに、管理組合はマンション

管理士に管理してほしいと願っている。

会員名 高橋　秀樹

住　所 福岡市南区

近況と管理士会へひとこと

管理会社に勤務している。

マンション管理士会の全国組織（日本マンション管理

士会連合会）が発足し今後の活動に大いに期待して

いる。九州地区での管理士活動に微力ながら貢献し

たい希望を持っている。

会員名 大賀　博美

住　所 福岡市早良区

近況と管理士会へひとこと

設計事務所を経営している。

老朽化しているマンションの現状を会として把握すべ

きだ。そのためには市内のマンションの現状調査を行

う必要がある。費用等がかかるので行政（市役所等）に

働きかけて会として業務受託したらどうか。

そうなった時、協力は惜しまない。
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会員名 竹下　憲治

住　所 福岡市南区

近況と管理士会へひとこと

経営法務会計事務所を経営

税理士・不動産鑑定士・行政書士・ＦＰ

再開発プランナー・マンション建替えアドバイザー

業務の中でマンション管理士業とかかわっている

全国組織のマンション管理士会で法改正を促進し

マンション管理士の独占業務を獲得すべきだ

会員名 藤井　保浩

住　所 北九州市門司区

近況と管理士会へひとこと

マンション内装・リフォーム会社の経営者

実務の経験を積むため、無報酬でいいから会の行事

に積極的に参加し勉強をしたい。

自身もマンションに居住している。北九州市で開催され

るマンション管理セミナーにも出席し聴講した。

新しく次の方が会員になられました。

近藤　浩 様 （福岡市博多区）

魚住　晴昴 様 （北九州市八幡東区）

皆様よろしくお願いします。
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当会の 振込先口座が変ります！！

★★★会費等振込先変更のご案内★★★

会員の皆様へ事務局よりのお知らせです。

会のNPO化に伴い振込先の名義及び口座番号が変更になりました。

本年4月より、下記の口座へお願い致します。

    

記

名義：特定非営利法人福岡県マンション管理士会

振込先：福岡銀行 本店営業部 (普)  ５８６２０４１

西日本シティ銀行 天神支店 (普)  ２７８６１０４

宜しくお願いいたします。

編集後記

  今年のさくら開花宣言は福岡県が一番はやく3月13日でした、けれども翌日は雪混じりの寒い日でした。

新春号発刊からあっという間に4月になりました。今年は相談会をいくつか予定しています。福岡市の無料

相談会をふくめ相談員が不足しますので、会員の皆様方の広いご参加をお待ちいたしております。
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